
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

革
新
的
な
産
業
技
術
の
有
効
性
の
実
証
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
等
の
特
例

一

技
術
実
証
区
域
計
画

１

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
革
新
的
技
術
実
証
事
業
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
お
い
て
、

自
動
車
の
自
動
運
転
、
無
人
航
空
機
の
遠
隔
操
作
又
は
自
動
操
縦
そ
の
他
の
技
術
革
新
の
進
展
に
即
応
し
た
高
度
な
産

業
技
術
の
有
効
性
の
実
証
の
う
ち
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
を
図
る
た
め

に
必
要
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
含
む
も

(1)

(5)

の
（

に
掲
げ
る
行
為
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
も
含
む
も
の
に
限

(5)

(1)

(4)

る
。
以
下
「
技
術
実
証
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
（
以
下
「
技
術
実

証
区
域
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
認
定
技

術
実
証
区
域
計
画
（
当
該
認
定
を
受
け
た
技
術
実
証
区
域
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
実
証
事
業
者
（
技

術
実
証
の
実
施
主
体
で
あ
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
に
対
し
、
当
該
認
定
技
術
実
証

区
域
計
画
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
革
新
的
技
術
実
証
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
内
容
等
を
記
載
し
た
書
面
を
交



付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
の
一
部
に
適
合
し
な
い
自
動
車
（
以
下
「
特
殊
仕
様
自

(1)
動
車
」
と
い
う
。
）
を
運
行
の
用
に
供
す
る
行
為

道
路
に
お
い
て
遠
隔
操
作
を
行
い
な
が
ら
自
動
運
転
の
技
術
を
用
い
て
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為
の
う
ち
、
道

(2)
路
交
通
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
遠
隔
自
動
走
行
」
と
い
う
。
）

航
空
法
第
百
三
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
空
域
に
お
い
て
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
行
為

(3)

航
空
法
第
百
三
十
二
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
ら
ず
に
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
行
為

(4)

実
験
等
無
線
局
を
開
設
し
、
こ
れ
を
運
用
す
る
行
為

(5)
２

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
技
術
実
証
区
域
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
技
術
実
証
区
域
計
画
に
つ

い
て
、
技
術
実
証
に
使
用
す
る
特
殊
仕
様
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
、
技
術
実
証
を

行
う
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
総
務
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

３

技
術
実
証
に
使
用
す
る
特
殊
仕
様
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
は
、
２
の
同
意
を
す



る
と
き
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
の
う
ち
当
該
特
殊
仕
様
自
動
車
に
あ
っ
て
は
適

合
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
を
指
定
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

４

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
認
定
技
術
実
証
区
域
計
画
に
係
る
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
資
す
る
た
め

、
技
術
実
証
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
技
術
実
証
評
価
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
二
関
係
）

二

認
定
技
術
実
証
区
域
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
技
術
実
証
（
一
の
１
の

に
掲
げ
る
行
為
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に

(1)

使
用
さ
れ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
の
う
ち
一
の
３

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
三
関
係
）

三

認
定
技
術
実
証
区
域
計
画
に
実
証
事
業
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
が
当
該
認
定
技
術
実
証
区
域
計
画
に
従
っ
て
行
う
遠

隔
自
動
走
行
に
つ
い
て
は
、
道
路
交
通
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
と
と
も
に

、
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
四
関
係
）

四

認
定
技
術
実
証
区
域
計
画
に
実
証
事
業
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
が
当
該
認
定
技
術
実
証
区
域
計
画
に
従
っ
て
行
う
一

の
１
の

又
は

に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
航
空
法
第
百
三
十
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
同

(3)

(4)



法
第
百
三
十
二
条
の
二
た
だ
し
書
の
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
五
関
係
）

五

一
の
１
の

に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
技
術
実
証
区
域
計
画
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
速
や
か
に
、
認

（5）

定
技
術
実
証
区
域
計
画
に
実
証
事
業
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
に
対
し
、
実
験
等
無
線
局
の
電
波
法
第
十
二
条
又
は
第
二

十
七
条
の
五
第
一
項
の
免
許
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
六
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

課
税
の
特
例

課
税
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
特
定
事
業
の
範
囲
に
つ
い
て
、
指
定
金
融
機
関
か
ら
の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
行
わ
れ
る

も
の
に
、
利
子
補
給
契
約
に
係
る
貸
付
け
を
受
け
て
行
わ
れ
る
こ
と
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を

追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
の
二
関
係
）

第
三

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）



二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）


